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高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 19号

高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 19年 高 知

県 規 則 第 78号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ５ 条 の ２ 中 「 及 び 」 を 「 、 外 科 （ 心 臓 血 管 外 科 に 係 る も の に

限 る 。 ） 及 び 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条

例 施 行 規 則 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 に お い て 現 に 貸 付 金

を 償 還 し て い る 者 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

規 則

◎ 高 知 県 医 師 養 成 奨 学 貸 付 金 等 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則


